
障害者総合支援法関連の留意事項等
（共通事項）

令和７年度障害者総合支援法関係事業者説明会
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① 障害者総合支援法等
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［見直し前］
① 従業者への研修実施（努力義務）
② 虐待の防止等のための責任者の設置（努力義務）

［見直し後］
① 従業者への研修実施（義務化）
② 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、
委員会での検討結果を従業者に周知徹底する（義務化（新規））

③  虐待の防止等のための責任者の設置（義務化）
(注)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等

※ 令和４年度より義務化（令和3年度は努力義務）

○障害者虐待防止の更なる推進のため、運営基準に以下の内容を盛り込む。

※ 小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組が行えるような取扱いを提示予定。
【例】
①協議会や基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合も研修を実施したものとみなす。
②事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可
②委員会には事業所の管理者や虐待防止責任者が参加すればよく、最低人数は設けない

障害者虐待防止の更なる推進
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令和８年4月における各種加算等の届出時期の特例

１．通常ルール（単位数が増加する場合）

毎月 15 日以前になされた場合には翌月から、16 日以降になされた場合に翌々月から算定を開始
 （例）４月１日～４月15日に県民局に提出 → ５月から算定

 ４月16日～４月30日に県民局に提出 → ６月から算定

項 目 期 限

福祉・介護職員等処遇改善加算の取得
に係る令和８年度処遇改善計画書

① ４月１５日（水）までに提出 → ４月から算定
② ６月１５日（月）までに提出 → ６月から算定
※ 詳細は県ホームページを参照ください
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/documents/h24syoguukaizennkasann.html

前年度実績を届け出ることによって算
定することができる加算等

① ４月１５日（水）までに提出 → ４月から算定
② ４月３０日（木）までに提出 → ４月から算定
（②はデータ反映が５月以降となるため、翌月請求や過誤調整が必要）
※ 就労系サービスについては次頁の取り扱いを参照ください。

※上表の項目以外の加算は、通常ルールどおりです。
【注意点】①提出書類に不備がある場合は補正が完了した日を提出日とみなしますので、スケジュールに余裕をもって提出してください。

②減算についても、該当する場合は適切に届出をお願いします。

２．令和８年４月の特例

項 目 事 業 概 要

障害福祉従事者処遇改善緊
急支援事業費補助金計画書

障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に
向けて必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の
時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うもの

３．その他（参考）

8
※ 期限等の詳細は県ホームページを参照ください
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/kinkyushienhojo.html

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/documents/h24syoguukaizennkasann.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/kinkyushienhojo.html
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② 障害福祉サービス事業所への指導等
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（注１）法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者 （注２）業務が法令に適合することを確保するための規程

【業務管理体制の届出が義務づけられる事業者の種類】
・指定障害福祉サービス事業者 ・指定障害者支援施設 ・指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
・指定障害児通所支援事業者 ・指定障害児入所施設 ・指定障害児相談支援事業者

【業務管理体制の整備について】
事業者等において、不正事案の発生防止の観点から、事業運営の適正化を図るための体制が整備されているかど

うかを指す。具体的には、事業所等職員の法令遵守を確保するための責任者が置かれていること、事業所等の数に
応じ、法令遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載した「法令遵守規程」の整備、外部監
査などによる「業務執行の状況の監査」が行われていることが必要とされる。

○  平成24年4月から指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられた。
○ 事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出を行うこととなる。

業務管理体制の整備①
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【事業者規模別届出事項】

対象となる障害福祉サービス事業者等 届出事項

全ての事業者等

事業者等の名称又は氏名

〃 主たる事業所の所在地

〃 代表者の氏名、生年月日、住所、職名

「法令遵守責任者」（注１）の氏名、生年月日

事業所等の数が２０以上の事業者等 上記に加え「法令遵守規程」（注２）の概要

事業所等の数が１００以上の事業者等 上記に加え「業務執行の状況の監査の方法」の概要

【事業所の数え方について】
○  事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに１事業所等と数える。
○  事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数える。

例えば、同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所としての指定を受けている場合、指定を受けている事業所は２つとなる。



事業所等の区分 届出先

① 指定事業所等が２以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省
（厚生労働本省障害保健福祉部企画課監査指導室）

② 特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者で
あって、すべての指定事業所が同一市町村内に所在する事業者

市町

③ ①及び②以外の事業者 兵庫県（県民局又は本庁）
神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、明石市

業務管理体制の整備②

【届出先】
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※ 兵庫県を届出先とする場合は、法人所在地を所管する県民局に提出。
神戸市所在の法人が複数市で事業を行う場合の届出先は県庁（障害者総合支援法分：障害福祉課 児童福祉法分：障害者支援課）。

※ ③について、障害者総合支援法に基づく事業を神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市、明石市の各市内のみで実施する事業者はそれぞれの市
に、児童福祉法に基づく事業を神戸市内のみで実施する事業者は神戸市に提出。

※ 複数の市で事業を実施する事業者は兵庫県に提出。

【休止・廃止の届出時期の変更】
① 休止・廃止の届出の時期が、これまでの「休止・廃止後１０日以内」から、「休止・廃止予定日の１月前ま
で」に変わった。

   ② 立入検査後、10日以内に指定権者が聴聞決定予定日を事業者に通知した場合、聴聞決定予定日までに廃止の届
出を行うと、指定・更新の欠格事由に該当することとなった。

【休止・廃止時の利用者へのサービス確保】
休止・廃止時における利用者に対する継続的なサービス提供のための便宜提供が義務づけられた。
この義務を果たさない場合、都道府県知事等は勧告・命令を行うことができる。

【連座制の見直し】
○ 指定取り消しの理由となった不正行為に法人の組織的関与が確認された場合に、連座制が適用。
○ 指定・更新の欠格事由に、同一法人ｸﾞﾙｰﾌﾟ等における密接な関係を有する法人が指定の取り消しを受けた場
合が追加。

【指定・更新の際、連座制の及ぶサービス類型】
障害福祉サービスⅠ（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護） 障害福祉サービスⅡ（生活介護（※）、短期入所）

障害福祉サービスⅢ（重度障害者等包括支援） 障害福祉サービスⅣ（共同生活援助）

障害福祉サービスⅤ（※）（自立訓練、就労移行支援、就労継続支援） 障害者支援施設 地域相談支援 計画相談支援
障害児通所支援 障害児入所支援 障害児相談支援 ※施設障害福祉ｻｰﾋﾞｽとして提供される場合を除く。



③ 人材育成（研修）
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県が実施する各種研修事業
（相談支援専門員・サービス管理責任者等養成研修等）

23

研修名称 区分 研修概要等 研修日程予定 募集・案内 実施予定時期

基礎研修 県独自

相談支援業務への従事を志す未経験者又は経験の
浅い者に対して、初任者研修の受講に最低限必要と
なる相談支援専門員及び社会福祉に関する理念・倫
理を理解し、面接支援に必要な基礎知識やスキルの
獲得。

調整中
※初任者研修前

調整中 調整中

初任者研修 法定

地域を基盤としたソーシャルワークとしての障害
者相談支援の価値と地域の理解等を目的に、これか
ら指定相談支援事業所において相談支援専門員とし
て配置予定の者

年１回募集
〔２日（講義）
＋５日（演習）〕

調整中 調整中

専門コース別研修 県独自
権利擁護・意思決定支援・成年後見制度、地域移

行・地域定着、障害児支援等、初任者研修又は現任
研修後に不足している技術を獲得。

調整中 調整中 調整中

現任研修 法定

指定相談支援事業所で相談支援専門員として相談
支援業務に従事しており、一定の経験（初任研受講
後、概ね3年以上）を有する者
※初任者研修受講後、5年に１度以上、受講が必要

年２回募集
〔１日（講義）
＋３日（演習）〕

調整中 調整中

主任研修 法定

地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地
域の中核的な役割を担う専門職を育成する。

※現任研修修了後、相談支援又は障害児相談支援の
業務に３年以上従事している等の受講要件有

年１回募集
〔１日（講義)＋
４日（講義・演習）〕

調整中 調整中

リーダー研修 県独自
現任研修受講後、相談支援業務での一定の経験の

ある者を対象として、現場や地域のリーダーとして
チーム運営が担える人材の養成。

調整中 調整中 調整中

１ 相談支援専門員



県が実施する各種研修事業
（相談支援専門員・サービス管理責任者等養成研修等）
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２ サービス管理責任者等

３ 強度行動障害支援者養成研修

研修名称 区分 研修概要等 研修日程 募集・案内 実施予定時期

基礎研修 法定
強度行動障害の状態にある人に対し、適切な

支援を実施できる人材となることを目指す。
年１回募集

〔２日(講義・演習）〕
未定 下期

実践研修 法定
強度行動障害の状態にある人に対し、適切な

障害特性の評価及び支援計画の作成ができるこ
とを目指す。

年１回募集
〔２日（講義・演習）〕

未定 下期

研修名称 区分 研修概要等 研修日程 募集予定時期 実施予定時期

基礎研修 法定
指定障害福祉サービス事業所において、サービ

ス管理責任者等として、サービス提供の基本的な
考え方や個別支援計画作成能力等の獲得を目指す。

年２回募集
〔３日（講義）

＋2日（演習）〕

４月

9月-10月

6月-7月

12月-1月

実践研修 法定

基礎研修修了後に実務経験（２年のＯＪＴ）を
経た者に、個別支援会議の運営方法やサービス提
供職員への助言・指導等の人材育成に関する能力
の獲得を目指す。

年２回募集
〔１日（講義）

＋2日（演習）〕

6月-7月

10月-11月

10月-11月

1月-2月

更新研修 法定

現にサービス管理責任者等として従事している
者に対して、サービスの質の向上と人材育成に関
する知識・能力の獲得を目指す。

※実践研修受講後、5年に１度以上、受講が必要

年１回募集
〔２日 (講義・演習)〕

9月-10月 12月-1月

専門コース別研修（就
労支援、障害児支援）

県独自
サービス管理責任者等を対象に、就労支援、障

害児支援に関する技術を獲得
調整中 調整中 調整中



県が実施する各種研修事業
（相談支援専門員・サービス管理責任者等養成研修等）

25

研修名称 区分 研修概要等 研修日程 募集予定時期 実施予定時期

研修全体 －

自らの障害や疾病の経験を活かしながら、他の障
害者の支援を行うピアサポーター及びピアサポー
ターの活用方法等を理解した障害福祉サービス事
業所等の管理者等の養成を図る。

－ － －

基礎研修 法定
ピアサポートやコミュニケーション、障害福祉
サービス等の基本的理解を目指す。

年１回

（２日間）
調整中 調整中

専門研修 法定

基礎研修修了者を対象とし、セルフマネジメント、
関連する法制度の活用方法、ピアサポートの専門
性を活用するスキルや仕組みづくり等の獲得を目
指す。

年１回

（２日間）
調整中 調整中

フォローアップ研修 法定

専門研修修了者を対象とし、基礎、専門研修の内
容を実践的に補足する。ピアサポーターとして働
き続けるためのポイント、ピアサポーターが職場
にもたらす効果等の理解を目指す。

年１回

（２日間）
調整中 調整中

４ 障害者ピアサポーター研修

５ 障害支援区分認定調査員研修

研修名称 区分 研修概要等 研修日程 募集予定時期 実施予定時期

区分認定調査員研修 法定
障害支援区分の判定等を行うための認定調査員を
養成する。

年３回 -
①５月
②11月
③３月末

市町村審査会員研修 法定
障害支援区分認定基準に照らして審査及び判定を
行う市町村審査会の委員を養成する。

年1回 - ①５月



相談支援専門員・サビ管等研修の指定研修機関
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○サービス管理責任者研修等事業の実施主体は、都道府県または
都道府県知事の指定した研修事業者（以下、「指定研修事業
者」という。）となっている。
○指定研修事業者となるには、事業者は県へ指定申請書を提出し、
県が事業者を指定。
○令和６年度から「東北福祉カレッジ」が指定研修機関として研
修を実施。

＜東北福祉カレッジの実施する研修種別＞
サービス管理責任者等研修（基礎・実践・更新）
相談支援専門員研修（初任・現任）
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※令和6年度の実践研修から対応
※研修申込時に指定担当部署の受付
    印押印済みの様式19-1（写し）の提  

出が必要。
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